
 

 

 

    
 

 

利用の案内 

指定居宅介護支援事業所みしょうえん 

  

  

  

 

   

 

 

 
  

車でお越しの場合は… 東北自動車道十和田I.Cより国道103号線を大湯・十和田湖方面へ約３キロ（右手に見える看板が目印） 

公共交通機関を 

ご利用になる場合は… 
JR花輪線十和田南駅下車、駅前バス停（旧JRバスのりば）大湯温泉行関上バス停下車徒歩約5分 

(TEL):0186-35-5556／(FAX):0186-35-3488 

(メール)：mishouen_kyotaku@jyukoukai.jp 

(ＷＥＢ)：https://jyukoukai.jp 

●所在地                            
〒018-5421 秋田県鹿角市十和田大湯字屋布ノ下タ20 

（介護保険事業者番号 0570925776） 

社会福祉法人寿光会 
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□ 提供サービスの内容 

利
用
者
（
被
保
険
者
） 

市
町
村
の
窓
口 

申請書 

の提出 

か
か
り
つ
け
の 

医
師
の
意
見
書 

訪
問
調
査 

介
護
認
定
審
査
会
に
よ
る
審
査
判
定 

訪問調査の際に 
調査項目に関連 
して書き取って 
きた事項 

コンピュータに 
よる判定 

要
介
護
認
定 

非該当 

認 定 

通 

知 

通 

知 

自 立 
 

介護保険の 
サービスは 
受けられま 
せん。 

要支援 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

施
設
へ
の
入
所 

在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
利
用 

在宅介護ｻｰﾋﾞｽを適切に利用するために、介護支援専門員(ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)が要介護者の心身の状況、家庭環境、意向などを

まとめて居宅介護サービス計画(ｹｱﾌﾟﾗﾝ)を作成し、それに基づいて介護ｻｰﾋﾞｽ事業者の紹介や連絡・手配を行います。 
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